
審査基準 １０４ 

 

１ 関連条項 

 （１）火薬類取締法 

・第１２条（火薬庫） 

・第１３条（火薬庫の所占有義務） 

・第１４条第１項（火薬庫の基準適合義務） 

・第３０条第２項（取扱保安責任者等の選任） 

 

 （２）火薬類取締法施行規則 

・第１３条（火薬庫の新設又は変更の許可申請） 

・第１８条（火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準） 

・第２２条～第３２条 

 

 （３）通達等 

・火薬類取締法施行規則第３１条の３の規定に基づく防爆壁の位置，

構造，材質等の基準（昭和３５年２月１７日通商産業省告示第７６

号） 

・火薬類取締法施行規則第２０条第５項の規定に基づくがん具煙火貯

蔵庫の隔壁の基準（昭和４９年２月１５日通商産業省告示第５２号） 

・火薬類取締法施行規則第２３条第４項及び第６項の規定に基づくが

ん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準及び火薬庫からもつぱら当該火

薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設たる保安物件に対し

てとるべき保安距離（昭和４９年２月１６日通商産業省告示第５９

号） 

・火薬類取締法施行規則第５条第１項第１号の３及び第１９条第４項

の規定に基づき可塑性爆薬に含める物質等を定める告示（平成９年

９月２６日通商産業省告示第５４８号） 

・火薬類取締法施行規則第３０条の規定による避雷装置の位置、型式、

構造、材質等を定める告示（平成２７年７月６日経済産業省告示第

１４５号） 

・火薬類取締法と消防法との関係について（昭和２５年１２月２７日

化第３４３７号、国消管発第３０３号） 

・煙火等の製造所又は煙火火薬庫に設置する防爆壁等の基準について 

（昭和３５年４月２２日３５軽局第３９２号）（防爆壁、防火壁関係） 

・火薬類取締法施行規則の一部改正について（昭和４９年３月２日４



９立局第１５８号） 

・がん具煙火貯蔵庫相互の距離について（昭和４９年５月２９日通商

産業省立地公害局保安課長通知） 

・火薬類取締法施行規則関係例示基準（貯蔵）（令和元年１２月１３日

２０１９１２０３保局第１号） 

・火薬類取締法施行規則の一部改正について（平成６年７月２９日６

立局第２３０号） 

 

 （４）他法令関係 

・建築基準法第２７条第３項第２号（耐火建築物又は簡易耐火建築物

としなければならない特殊建築物） 

・建築基準法施行令第１１６条（危険物の数量） 

・    同   第１３０条の９（危険物の貯蔵又は処理に供する

建築物） 

・電気事業法第３９条（事業用電気工作物の維持） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令第７１条（火薬庫内におけ

る電気設備の施設の禁止） 

 

 （５）火薬類取締事務に係る申請要領 

・第３ 火薬類の貯蔵 

 

（６）火薬類取締事務に係る申請書等審査（調査）要領 

・２－（１）一般事項 

・２－（２）－ウ 火薬類の貯蔵 

 

 （７）火薬類取締事務に係る許認可等補完基準 

・５ 火薬庫等盗難防止設備 

・６ ２級火薬庫及び火薬類庫外貯蔵場所の使用期間 

・７ 火薬庫の防火設備及び警戒設備 

 


